
　　　　年　　　　月　　　　日

氏名 　

私は、今般租税訴訟学会に入会を申し込みます。

氏　名

ふりがな

住　所

電話番号 FAX番号

E-mail

希望する支部
※

職業
及び
経歴

関与した裁
判・不服申立
事件、又は学
会で研究して
欲しい事例等

＜入会申込に関するご説明＞

一般社団法人 租税訴訟学会　御中

FAX: 03-3586-3602

E-mail: info@sozei-soshou.jp

【会員区分】

 固定資産税研究会・ 国際課税研究会・消費税法研究会・租税ADR研究会・源泉税研究会・

 租税データベース研究会・租税訴訟支援センター・租税公正基準制定委員会

 正会員 ： 税理士・弁護士・公認会計士・及びそれに準ずる者で主に専門的研究をなしている方
（教員等）

　本部（首都圏中心）　・　北海道支部　・　東北支部　・　横浜支部　・　名古屋支部

　・　近畿支部　・　　中四国支部　・　九州北支部　・　九州支部　・　沖縄支部

※原則として、支部にかかわらず、会員は全ての研究会に参加をすることが出来ます。
※支部独自の総会等が開催される場合があります。

　　正会員…1万円 ／ 名誉会員…不要

※その他、租税訴訟学会の詳細はhttps://sozei-soshou.jp/　をご覧下さい。

　また、ご不明な点は、学会総務部までご連絡下さい。 E-mail: info@sozei-soshou.jp TEL: 03-3586-3601

【会　　費】

【振　込　先】

※恐れ入りますが、振込手数料は貴方にてご負担をお願いいたします。

＜住信SBIネット銀行＞　法人第一支店（支店コード106）　普通　2327377

法人名称：一般社団法人租税訴訟学会　　カナ：シヤ）ソゼイソシヨウガツカイ

入会申込書

〒

 入金日から会員と認められます。

 但し、毎年10月1日以降のご入金は、翌年の会費として取り扱います。

 租税判例研究会・税務調査研究会・役員給与研究会・資産評価研究会・
入会を希望す
る研究会及び

センター

会員区分

 名誉会員 ： 本会に功績のあった者で，理事会の推薦を経て承認された個人

 税理士・弁護士・公認会計士・

研究者・ 大学院生・
その他（　　　　　　　　　　）
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